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今般、８月２６日（金）に「第２回常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川大規
模氾濫に関する減災対策協議会」を開催し、水防災意識社会再構築ビジョンに基
づく「減災に係る取組方針」を取りまとめます。
常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川では、氾濫が発生することを前提として

地域全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築するため、国・県・市
町村等が、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画
的に推進するため、平成２８年４月２１日に「常願寺川、神通川、庄川及び小矢
部川大規模氾濫に関する減災対策協議会」を設立しました。

１．開催日時 平成２８年８月２６日(金) １０：３０～ １２：００ （予定）

２．開催場所 富山県民会館 ４階 ４０１号室
富山市新総曲輪４番１８号

３．議事 常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川流域の減災に係る取組方針
（案）について

４．公開等 ・会議は報道機関を通じて公開いたします。
・カメラ撮りは、冒頭の挨拶までとさせていただきます。
・会議での配付資料等は、富山河川国道事務所のホームページに
掲載いたします。
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別紙

常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川

大規模氾濫に関する減災対策協議会

【構成員】※第２回協議会からの追加（予定）構成員含む

富山市長
高岡市長
立山町長
舟橋村長
射水市長
砺波市長
小矢部市長
南砺市長
富山県土木部河川課長
富山県富山土木センター所長
富山県富山土木センター立山土木事務所長
富山県高岡土木センター所長
富山県高岡土木センター小矢部土木事務所長
富山県砺波土木センター所長
富山地方気象台長
北陸地方整備局富山河川国道事務所長

【オブザーバー】
西日本旅客鉄道(株)金沢支社
あいの風とやま鉄道(株)
北陸電力(株)富山支店
関西電力(株)電力流通事業本部北陸電力部
電源開発(株)中部支店
北陸地方整備局利賀ダム工事事務所
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